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令和 8 年度栃木県吹奏楽連盟活動スローガン

いつも笑顔が絶えないみんなで支え合い協力できる連

盟として活動してまいります。

また、吹奏楽活動を通して社会に貢献できる優秀な人

材を育てていく連盟として活動を展開してまいります。

令和8年度（令和8年4月12日現在） 加盟団体数一覧

理事長 三 橋 英 之

一

支部名 小学生 中学生 高 校 大 学 職場･一般 合 計

塩 那 4 16 12 0 1 33

上 都 賀 9 11 4 0 0 2 4

宇 河 10 28 13 '一）
ム 11 64

下 都 賀 2 27 9 '‾）
＝ 1 41

芳賀・真岡 6 14 5 0 2 27

佐野・足利 0 10 10 0 2 22

＋
Ｉ

三
一
口

〈
ロ 31 106 53 4 17 211



令和7年度支部別事業報告

令和7年度地区アンサンブルコンテスト実施報告
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事業名 期日（曜日） 会 場

支
部
別
華

塩那支部講習会 R7．11／30(日） 那須塩原市立三島中学校

上都賀支部講習会 R7．5／31出 日光市立今市中学校

宇河支部講習会 R 7． 6／ 7田 作新学院高等学校

羽
白
一
室

芳賀・真岡支部講習会 R7．5／11(日） 真岡市立真岡東中学校

下都賀支部講習会
R7．6／l(日） 小山市立小山城南中学校

R8．1／24(士） 壬生町立南犬飼中学校

佐野・足利支部講習会 R8．2／23(月･祝） 佐野日本大学高等学校

支
部
別
演
奏
会

塩那支部 R7．7／25㈲ 那須野が原ハーモニーホール

上都賀支部 R7．7／13(日）
かいまケーブルテレビホール
（鹿沼市民文化センター）

宇河支部 R7．7／20(日） 宇都宮市文化会館

芳賀・真岡支部 R7．7／21(月･祝）
KOBELC○真岡いちごホール
（真岡市民会館）

下都賀支部

R7．7／20(日） 小山市立文化センター

R7．7／21(月･祝） 栃木市藤岡文化会館

R8．3／14(士） 小山市立文化センター

佐野・足利支部
R7．7／21(月･祝） あしかがフラワーパークプラザ

R7．8／31(日） 佐野市葛生あくとプラザ

事業名 期日（曜日） 部 門 担
笏

一
室

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
コ
ン
テ
ス
ト

県北・県央地区
R7．12／6出 中学生1組、県北高等学校

栃木県教育会館
R7．12／7(日） 中学生 2組、県央高等学校

県南地区
R7 . 12／6出 中 学 生 1 組 、 高 等 学 校 1 組

芳賀町民会館
R7.12／7(日） 中学生2組、高等学校2組



令和7年度 事業報告

勺
一 乙 一

事業名 期日（曜日） 会 場 備 考

〈
云
 
挙
我二三口

総 会 R7．4／29(火･祝） 栃木県教育会館 令和7年度事業計画・予算審議・その他

常任理事会
R7．8／17(日） 宇都宮市文化会館

R 8． 1／ 1 7㈹ 宇都宮市文化会館

理事会

R7．4／12出 宇都宮市文化会館 総会資料審議

R7．5／31㈹ 宇都宮市文化会館 令和8年度各種大会審査員選出

R7．6／28(士） 宇都宮市文化会館 県コンクール実施要項

R7．8／17(日） 宇都宮市文化会館 東関東コンクール実施要項

R7．10／4田 宇都宮中央高校 全日本コンクール実施要項

R7.12／13出 宇都宮市文化会館 県アンサンブルコンテスト実施要項

R8．1／17㈹ 宇都宮市文化会館 令和8年度事業計画・その他

R8．2／14出 宇都宮市文化会館 栃木県吹奏楽講習会

実行委員会
R7．8／31(日） 宇都宮市文化会館 東関東吹奏楽コンクール（高校生B・小学生・小学生BFステージ）

R7．10／4仕） 宇都宮中央高校 全日本吹奏楽コンクール（中学生・高校生）

理事会・支部長会 R7 . 1 1／8出 宇都宮市文化会館 令和7年度アンサンブルコンテスト地区代表数

陦杳会 R7．4／9㈱ 宇都宮中央高校 令和6年度の監杳

事務局会 隔週開催 吹連事務局

栃
木
県
吹
奏
楽
連
秬

吹
奏
楽
コ
ン
ク
ー
ル

中学生B1組 R7．7／29㈹

宇都宮市文化会館

参加42団体
審 査 員
丸田 悠太（フルート）
貝沼拓実（サクソフォン）
本 間 干 也 （ ト ラ ンペ ッ ト ）
岩黒綾乃（ユーフォニアム）
秋田 孝訓（パーカッション）
時 任 康 文 （ 指 揮 ）
福 島 弘 和 （ 作 ・ 編 曲 ）

中学生B2組 R7．7／30㈱ 参加41団体

高校生 B R 7 ． 7／ 3 1 ㈱ 参加30団体

中学生B代表選考会、
高校生A

R 7 ． 8 ／ 8 ㈹

宇都宮市文化会館

参加16団体（中B代選）
参 加 8 団 体 （ 高 A )

審査員
宮 下 英 士
中村めぐみ
浅 利 真
佛坂咲千生
荻 野 昇
平子ひさえ
鈴 木 英 史

(フルート）
(クラリネット）
(サクソフォン）
(トランペット）
(トロンボーン）
(パーカッション）
(作・編曲）

中 学 生 A R 7．8／9出 参加18団体

小学生D、小学生、
高校生C、D，
大学、職場．一般

R7．8／lO(日）
参 加 l 団 体
参 加 3 団 体
参 加 l 団 体

4団体（小）
l 団 体 （ 高 D )
5団体（職一）

（高C）
（大）

季
睾
不

小学生バンド
フェスティバル

‾一 ､ ●

人 プ ー ソ R7．8／lO(日）

栃木県立県南体育館

参加2団体

審査員
北野圭威秩（パーカッション）
荻 野 昇 （ ト ロ ン ボ ー ン ）
福 島 格 史 （ マー チン グ ）

フ ロ ア R7．8／28㈱ 参 加 l 団 体

マーチングコンテスト R7．8／28㈱ 栃木県立県南体育館 A 部 門 中 学 生 2 団 体
B 部 門 高 等 学 校 以 上 4 団 体

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
コ
ン
テ
ス
ト

グループ参加数

R7.12／26㈲

栃木県教育会館

参加計101グループ

中学生 40グループ（県北lO県央17県南13）地区大会（県北33県央71県南84）

小学生

R7．12／27出

14グループ

高等学校 30グループ（県北7県央ll県南12)地区大会（県北23県央26県南33）

大 学 5 グ ル ープ

職場・一般 12グループ

審査員貝沼拓実（サクソフォン） 庄司恵子（ユーフオニアム） 鈴木英史（作・編曲） 高瀬新太郎（トロンボーン）
平子ひさえ（パーカッション）

吹奏楽講習会 R8．2／21田 宇都宮市文化会館

指導者認定講習 R8．2／21㈹ 宇都宮市文化会館 受講者19名

吹奏楽ｽﾘ ﾝグﾌ ｪ ｽ ﾃ ｨ ﾊﾞ ﾙ R8．2／22(日） 宇都宮市文化会館 参加32団体

そ
の
他

吹奏楽連盟賞 栃木県吹奏楽連盟賞（1056）・東関東吹奏楽連盟賞（104）

広報誌発行 広報誌「吹奏太郎」発行（年2回）



つ

一 ・ コ -

事業名 期日（曜日） 会 場 備 考

東
関
東
吹
奏
楽
連
盟
事
業

総 会 R7．5／3(土･祝） 東京都
東京文化会館 令和7年度事業計画・予算審議

マーチング
講習会・発表会

R7．5／5 (月 ･祝） 茨城県
国営ひたち海浜公園 栃木県立宇都宮南高等学校

特別指導者研修会 R7．5／17(土） 静岡県
アクトシティ浜松 J A PA N B A N D C L I N I C P r e s e n t s スペシャルコンサート

バ
ン
ド
セ
ッ
シ
ョ
ン

バ ン ド セ ッ シ ョ 。 R 7． 6／ 1 4出 千葉県
東金文化会館

益子町立益子小学校（銅）
宇都宮市立河内中学校（銀･ BJ)
栃木県立宇都宮東高等学校・附属中学校（金）

選抜吹奏楽大会 R7．6／15旧）
千葉県
東金文化会館

吹
奏
楽
コ
ン
ク
ー
ル

高校生 A R7．9／6(士）
神奈川県
カルッツかわさき

作新学院高等学校（金） 県立宇都宮中央高等学校（銅）
県立真岡女子高等学校（銅）

中学生A R7．9／7(日） 宇都宮市立陽南中学校（銅） 高根沢町立阿久津中学校（銀）
宇都宮市立河内中学校（銀）

高校牛 B R 7． 9／ 1 3出
栃 木 県
宇都宮市文化会館

県立宇都宮東高等学校（銀）佐野日本大学高等学校･中等教育学校（銀）
幸福の科学学園高等学校（金）県立真岡高等学校（金）
県立小山城南高等学校（銀）

小学生 R7．9／14(日） 高根沢町立西小学校（銅） 栃木市立栃木第三小学校（銅）
茂木町立茂木小学校（銅） 高根沢町立阿久津小学校（銀）

中学生 B R7．9／20(土）
茨 城 県
水戸市民会館

幸福の科学学園中学校（銅）真岡市立真岡中学校（金）
宇都宮大学共同教育学部附属中学校（金）
茂木町立茂木中学校（銀） 県立宇都宮東高等学校附属中学校（銀）

十 堂
』

R7．9／21(日）
白鴎大学ウインドオーケストラ部（銀）

職場・一般
ゼーレンフォルクスオルケスタ（銀）矢板ウインドオーケストラ（金）
作新楽音会（銀）

小学生バンド
フェスティバル

弓 一 ､ ●

人 プ ー ン R 7．9／14 (日）
栃 木 県
宇都宮市文化会館

益子町立益子小学校・真岡市立大内東小学校（金）
矢板市立矢板小学校（銀）

フ ロ ア R7．10／5(日）
茨 城 県
ひたちなか市総合運動公園
総合体育館

高根沢町立阿久津小学校（銀）

マ ー チ ン グ コ ン テ ス ト R7．10／5(日）
茨 城 県
ひたちなか市総合運動公園
総合体育館

壬生町立南犬飼中学校
作新学院高等学校（金）
県立小山城南高等学校

(銅） 壬生町ウ千隼中学校（銅）
県立宇都宮南高等学校（金）

(銀） 青藍泰斗高等学校（銅）

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
コ
ン
テ
ス
ト

'｣､学生

R8．1／24(士）

千 葉 県
千葉県文化会館

益子町立益子小学校金8（銀） 宇都宮市立石井小学校金4（銅）
真岡キッズハーモニー管4（銅） 高根沢町立阿久津小学校打3（金）
高根沢町立阿久津小学校金6（金）

高等学校

作新学院高等学校金6（銀）県立宇都宮東高等学校･附属中学校Fl4 (銀）
県立宇都宮中央高等学校Sax4 (銅）県立真岡女子高等学校木3(銀）
県立真岡高等学校Sax4 (金）作新学院高等学校木6(金）
県立真岡高等学校Trb3 (金）

大 学 作新学院大学吹奏楽部金6（金）白鴎大学ウインドオーケストラ部金4(銅）

中堂と七
I 」 一

R8．1／25旧）

宇都宮市立田原中学校Sax3 (銅）高根沢町立阿久津中学校金5(銅）
県立宇都宮東高等学校附属中学校Sax4 (銀）幸福の科学学園中学校金8
宇都宮市立宮の原中学校Sax4 (金）
県立宇都宮東高等学校附属中学校C15 (銀）幸福の科学学園中学校木8

（銀）

（銅）

職場・一般
VivreomerFl4（銅）作新楽音会Trp6（銀）
ゼーレンフオルクスオルケスタTrb4（銀）カモシカブラス金8（銀）
作新楽音会C l 4（銀）真岡ウインドオーケストラF l 3（銀）

全
日
本
吹
奏
楽
連
盟
事
業

総 会
R 7． 5／ 2 3③ 北 海 道

プレミアホテル
T S U B A K I 札 幌

NO228～NO230（7．12．1月発行）

R7．5／24(士）
莞
皇
杲
篝
審
夛
ん

中学生 R7．10／18仕） 栃 木 県
宇都宮市文化会館高校生 R7．10／19(日）

大 学 R7．10／25出 新 潟 県
りゅ -とぴあ
新潟市民芸術文化会館職場・一般 R7．10／26(日）

篇44回全日本小学生
バンドﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

一一 、●

人 プ ー ン R7．10／25出
新 潟 県
りゅ -とぴあ
新潟市民芸術文化会館

第38回
全日本マーチング
コンテスト

フ ロ ア R7．11／22出

大 阪 府
大阪城ホール

禅生の部 R7．11／22(十）

高等学校
以上の部 R7.11／23(日･祝）

第49回
全日本ｱ ﾝ ｻ ﾝブ ﾙ ｺ ﾝ ﾃ ｽ ﾄ R8．3／20(木･祝）

広 島 県
広島文化学園
H B G ホ ール

会報「す‾いそうがく」
そ
の
他
第25回
東日本学校吹奏楽大会

R7．10／11出
R7．10／12(日）

山 形 県
やまぎん県民ホール 県立真岡高等学校（金）



令和7年度 収支決算書

令和 7 年度 歳 入 総額

令和 7年度 差引残高

特別会計から一般会計へ繰越

令和 7年度差引残高

一 般 会 計

1 7,806,624

△6,982

△465,946

特 別 会 計

21,158,479

△465,946

△472,928

- 4 -

0

科 目 R7予算額 R7決算額 一般会計 特別会計 比較増減 摘 要

<収入の部〉

1 財 産 収入 0 0 0 0 0

2 会費収入 3,605,000 3,494,800 3,494,800 0 △110,200 211団体(新規入会金含)会費

3 事業費収入 28,810,000 34,126,251 13,161,824 20,964,427 5,316,251

①楽曲講習会 0 0 0 0 0 中止

②コンクール 20，000，000 21,937,600 4,674,400 17,263,200 1,937,600 小学生バンドフェスティバル(ステージ部門)含む

③マーチングコンテスト 110，000 120,600 120，600 0 10，600

④アンサンブルコンテス}、 3,000,000 2,967,200 1,157,000 1,810,200 △32,800

⑤購習会ｽﾌﾞﾘﾝｸﾌｪｽﾃｲﾊﾞﾙ 700.000 847，600 831，100 16，500 147,600

⑥地区事業 2，000，000 3,553,961 2,512,989 1,040,972 1,553,961 アンサンブルコンテスト

⑦支部事業 3，000，000 4,593,290 3,759,735 833,555 1,593,290 フェスティバル,講習会等

③70周年記念事業 0 106,000 106,000 0 106,000

4 交付金収入 1,100,000 1,150,000 1,150,000 0 50,000 全日本吹連･東関東吹連より

5 雑収入 100,000 194,052 0 194,052 94.052 預金利息等

①収入合計 33,615,000 38,965,103 17,806,624 21,158,479 5,350,103

<支出の部〉
1 事業費 24,450,000 30,888,848 14,208,870 16,679,978 6,438,848

①楽曲講習会 0 0 0 中 止

②コンクール 13,500,000 13,020,747 5,989,544 7．031，203 △479,253 小学生バンドフェスティバル(ステージ部門)含む

③マーチングコンテスト 550，000 549,086 252,580 296,506 △ 9 1 4

④アンサンブルコンテスト 3,300,000 3，418，836 1,572,665 1,846,171 118,836

⑤講習会ｽﾌﾞﾘﾝｸﾌｪｽﾃｲﾊ，ル 1,600 ,000 1,845,840 849,086 996,754 245,840

⑥地区事業 2，500，000 5,689,707 2,617,265 3,072,442 3,189,707 アンサンブルコンテスト

⑦支部事業 3,000,000 6,359,662 2,925,445 3,434,217 3,359,662 フェスティバル,講習会等

⑧70周年記念事業 0 4,970 2,286 2,684 4,970

2 管理費 7,950,000 7,652,277 3,194,919 4,457,358 △297,723

人 件 費 2,000,000 2,199 ,760 1，011，890 1,187,870 199,760 事務賃金

消耗品費 900，000 961,486 442,284 519，202 61,486 事務用品 ,切手･郵送費 ,電話代 ,通信費等

会 議 費 1,400 ,000 1,243,745 572,123 671，622 △156,255 理事会会場使用料,理事会旅費等

接 待 費 10,000 87,789 40,383 47，406 77,789 手 士 産 品 代 等

慶 弔 費 50,000 30,000 13,800 16，200 △20，000

賃貸料 1,100,000 1,045,380 480.875 564 ,505 △54,620 家賃

管理諸費 980,000 713,467 328，195 385，272 △266,533 税理士報酬,印刷機保守料等

租 税 公 課 1,000,000 706,800 0 706,800 △293,200 消費税及び地方消費税,法人県民税･市民税

印刷費 500,000 543,400 249,964 293,436 43,400 総会議案書.連盟賞 ,広報誌印刷代等

雑 費 10，000 120,450 55，407 65，043 110,450 振込手数料,両替手数料

3 特 定 支出 376 ,000 555,756 252，888 302,868 179,756

事業振興交付金 0 0 0 0 0 研修会補助金等

諸 会 費 6,000 6,000 0 6，000 0 法 人 会 費

東 関東吹連会費 370，000 357,000 164,220 192,780 △13,000

吹奏楽振興費 0 192,756 88,668 104，088 192,756 筆耕料,東関東以上大会参加祝金等

4 減価償却資産 0 341,150 156,929 184,221 341,150

減 価 償 却 資 産 0 341，150 156,929 184，221 341,150 デジタル簡易無線機

5 周年特別預金支出 800,000 0 0 0 △800,000

6 予 備 費 39,000 0 0 0 △39，000

② 支 出 合 計 33 ,615 ,000 39,438,031 17,813,606 21,624,425 5,823,031

当期差引残高 0 △472,928 △6,982 △465,946 △472,928



歳入決算額

歳出決算額

差引残高

令和7年度歳入歳出額について

令和6年度末残高

令和7年度差引残高

令和8年度経費前納金

事業準備運営金について

現在残高

38，965，103

39，438，031

-472，928

令和7年度収入及び支出に関する会計帳簿,会計収支報告,領収書等を

監査した結果,適正かつ正確に処理されていることを認めます。

監 査 報

9，624，718

-472，928

-960，310

令和8年4月ﾉ2日

8,191,480

監事紫'日高●
監事，|＜崎綾獺

一 厘 一
L ノ

生
口



令和8年度支部別事業計画（案チ

令和8年度地区アンサンブルコンテスト実施計画（案）

／
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事業名 期日（曜日） 会 場

支
部
別
講
習
会

塩那支部講習会 未定 栃木県立黒磯高等学校

上都賀支部講習会 R85／鋤 日光市立今市中学校

宇河支部講習会 R8．6／13出 作新学院高等学校

芳賀・真岡支部講習会 R8．5／10(日） 真岡市立真岡東中学校

下都賀支部講習会
R8．6／6出 小山市立小山城南中学校

R9．1／30出 壬生町立南犬飼中学校

佐野・足利支部講習会 未定 佐野日本大学高等学校（予定）

支
部
別
演
奏
会

塩那支部 R8．7／24③
大正堂くるいそみるひぃホール
（那須塩原市黒磯文化会館）

卜都賀支部 R 8． 7／ 4田
かいまケーブルテレビホール
（鹿沼市民文化センター）

宇河支部 R8．7／19(日） 宇都宮市文化会館

芳賀・真岡支部 R8．7／23㈱
KOBELC○真岡いちごホール
（真岡市民会館）

下都賀支部

R8．7／18(士） 小山市立文化センター

R8．7／18出 栃木市岩舟文化会館
（コスモスホール）

R9．3／20出 小山市立文化センター

佐野・足利支部
R8．7／19(日） あしかがフラワーパークプラザ

未定 佐野市葛生あくとプラザ

事業名 期日（曜日） 部 門 会 場
地
区
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
コ
ン
テ
ス
ト

県北・県央地区
R8.12／5(士） 中学生1組、県央高等学校 大正堂くるいそみるひぃホール

（那須塩原市黒磯文化会館）R 8.12/6(日） 中学生2組、県北高等学校

県南地区
R8．12／12仕） 中学生1組、高等学校1組

芳賀町民会館
R8.12／13(日） 中学生2組、高等学校2組



令和8年度事業計画（案〉

- ワ ー
I

事業名 期日（曜日） 会 場 備 考

会

二 羊

冒莪

総 会 R8．4／26(日） 栃木県教育会館 令和8年度事業計画・予算審議・その他

常任理事会
R 8． 8／ 2 2 ㈹ 未 定

R9．1／16㈹ 未 定

理 事 会

R8．4／12(日） 栃木県教育会館 総会資料審議

R8．5／30仕） 宇都宮市文化会館 令和9年度各種大会審査員選出

R8．6／27出 宇都宮市文化会館 県コンクール実施要項

R 8． 8／ 2 2出 未 定 東関東コンクール実施要項

R8 . 1 2／ 1 9出 未 定 県アンサンブルコンテスト実施要項

R9． 1／ 1 6出 未 定 令和9年度事業計画・その他

R 9 ． 3 ／ 6 出 未 定 役 員 改 選

実行委員会 R 8． 8／ 2 9出 未 定 東関東吹奏楽コンクール（高校生A・中学生A）

理事会・支部長会 R8 . 11／7出 未 定 令和 8年度アンサンブルコンテスト地区代表数

監杳会 R8．4／12(日） 栃木県教育会館 令 和 7 年 度 の 監 査

事務局会 隔週開催 吹連事務局

栃
木
県
吹
奏
楽
連
盟
事
業

吹
奏
楽
コ
ン
ク
ー
ル

中 学 生 B 1 組 R 8． 7／ 2 9㈱

宇都宮市文化会館

中学生B2組 R 8． 7／ 3 0㈱

高校生 B R8．7／31㈲

中学生B代表選考会、
高校生A R8．8／8出

小学生D，小学生、
中学生C、D，
高校生C，D、
大学、職場・一般

R8．8／9(日）

中 学 生 A R8．8／l()(月）

小学生バンド
フェスティバル

ステージ R8．8／9(日） 宇都宮市文化会館

フ ロ ア R8．8／24侶） 栃木県立県南体育館

マーチングコンテスト R8．8／24(月） 栃木県立県南体育館
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
コ
ン
テ
ス
ト

小学生、中学生 R8 . 1 2／2 6出

栃木県教育会館
高等学校、大学、
職場・一般

R8.12／27(日）

吹奏楽講習会、
指導者認定講習会

R 9． 2／ 2 0㈹ 宇都宮市文化会館

吹奏楽ｽプﾘﾝグﾌｪｽﾃｨパﾙ R9．2／21(日） 宇都宮市文化会館

そ
の
他

吹奏楽連盟賞 栃木県吹奏楽連盟賞・東関東吹奏楽連盟賞

広報誌発行 広報誌「吹奏太郎」発行（年2回）
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事業名 期日（曜日） 会 場 備 考

東
関
東
吹
奏
楽
連
盟
事
業

総 会 R8．4／29(水･祝）
東 京 都
東京文化会館

令和8年度事業計画・予算審議

マーチング
講習会・発表会

R8．5／6 (水 ･祝）
栃 木 県
宇都宮市文化会館

令和 8年度より各県主催で開催

特別指導者研修会 R 8 . 5 / 1 5 ｡
‾17(日）

静 岡 県
アクトシティ浜松

選抜吹奏楽大会 R8．6／14(日） 茨 城 県
水戸市民会館

真岡市立真岡中学校
幸福の科学学園中学校・高等学校
佐野日本大学高等学校

吹
奏
楽
コ
ン
ク
ー
ル

高校生A R 8 ． 9 ／ 5 ㈹ 栃 木 県
宇都宮市文化会館中学生A R8．9／6(日）

高校生 B R 8． 9／ 1 2㈹ 茨 城 県
水戸市民会館小学生 R8．9／13(日）

中学生 B R 8． 9／ 1 9出

千 葉 県
千葉県文化会館

大 学
R8．9／20(日）

職場・一般

小学生バンド
フェスティバル

ー 一 、 1

人 プ ー ン R8．9／13(日） 茨城県
水戸市民会館

フ ロ ア R8．10／4(日） 神奈川県
小田原アリーナ

マーチングコンテスト R8．10／4(日）
神奈川県
小田原アリーナ

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
コ
ン
テ
ス
ト

小学生

R 9． 1／ 2 3 出
神奈川県
茅ヶ崎市民文化会館

高等学校

大 学

中学生
R9．1／24(日）

職 場・一般

全
日
本
吹
奏
楽
連
盟
事
業

総 会
R 8． 5／ 2 2㈲

宮 城 県

No231～NO233（7．12．1月発行）

R8．5／23出
第
濟
回
全
日
本
吹
奏
楽
「
ジ
ク
ー
ル

中学生 R8．10／31国 静岡県
アクトシティ浜松高等学校 R8.11／l(日）

大 学 R8．10／24㈹ 東 京 都
府中の森芸術劇場職場・一般 R8．10／25(日）

第45回全日水小学生
バンドﾌェスティバル

一一一 、 ●

人 プ ー ン R8．10／24㈹
東 京 都
府中の森芸術劇場

第39回
全日本マーチング
コンテスト

フ ロ ア R 8 . 1 1／2 1㈹

大 阪 府
大阪城ホール

中学生 R8.11／21出

高等学校
以上 R8.11／22(日）

第50回
全 日 本 ｱ ﾝ ｻ ﾝ ﾙ ｺ ﾝ ﾃ ｽ ﾄ

R9．3／21(日） 兵 庫 県
アクリエひめじ

会報「すいそうがく」

そ
の
他
第26回東日本
学校吹奏楽大会

中学生 R8．10／10出
石 川 県
金沢歌劇座小 学 生

高等学校R8．10／11(日）



令和8年度 収支予算書｡(案)言
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科 目 R7予算額 R8予算額 比較増減 摘 要

<収入の部〉
1 財産収入 0 0 0

2 会費収入 3,605,000 3,600,800 △4,200 加盟団体 (新規入会金含 )会費

3 事業費収入 28,810,000 34,671,030 5,861,030

①楽曲講習会 0 0 0

②ワールド･オブ･プラス 0 600,000 東関東吹連より50万円補助あり

③ ｺ ﾝ ｸ ､ - ル 20,000,000 22,000,000 2,000,000 小学生バンドフェスティバル(ステージ部門)含む

④マーチングコンテスト 110,000 120.000 10，000

⑤アンサンプルコンテスト 3，000，000 3,000,000 0

⑥講習会スプレｸﾌｪｽﾃｨﾊ'ル 700,000 850,000 150，000

⑦地区事業 2,000,000 3,500,000 1,500,000 アンサンブルコンテスト

⑧ 支 部 事 業 3,000,000 4,500,000 1,500,000 フェスティバル,講習会等

⑨70周年記念事業 0 101，030 101,030

4 交付金収入 1,100,000 1,100,000 0 全日本吹連･東関東吹連より

5 雑収入 100,000 200,000 100,000 利 息 等

①収入合計 33,615,000 39,571,830 5,956,830

<支出の部〉

1 事業費 24,450,000 29,251,030 4,801,030

①楽曲講習会 0 0 0

②ワールド･オブ･プラス 600,000

③コンクール 13,500,000 14,500,000 1,000,000 小学生バンドフェスティバル(ステージ部門)含む

④マーチングコンテスト 550,000 550 , 000 0

⑤アンサンブルｺンテスト 3，300，000 3,500,000 200,000

⑥講習会ｽ ﾌﾞ ﾘ ﾝ ｸ ﾌ ｪ ｽ ﾃ ｨ ﾊﾞ ﾙ 1,600,000 2,000,000 400,000

⑦地区事業 2,500,000 3,500,000 1,000,000 アンサンブルコンテスト

⑧支部事業 3,000,000 4,500,000 1,500,000 フェスティバル,講習会等

⑨70周年記念事業 0 101，030 101,030

2 管 理費 7,950,000 8,850,000 900,000

人件費 2,000,000 2,200,000 200,000 事務賃金

消耗品費 900,000 1,000,000 100，000 事務用品 , 切 手 ･ 郵 送費 , 電 話代 , 通 信費等

会議費 1,400,000 1,400,000 0 理事会会場使用料 ,理事会旅費等

接待費 10,000 100,000 90．000 手土産品代等

慶弔費 50,000 50，000 0

賃貸料 1,100,000 1,100,000 0 家賃

管理諸費 980,000 1，000，000 20 , 000 税理士報酬 ,印刷機保守料 , w e b ﾌ ｫ ｰ ﾑ作成 ･管理費等

租税公課 1,000,000 1,100,000 100,000 税 金 等

印刷費 500,000 700,000 200,000 総会議案書,連盟賞,広報誌印刷代等

雑費 10,000 200,000 190,000 振込手数料等

3 特 定支出 376,000 576,000 200,000
事業振興交付金 0 0 研修補助金等

諸会費 6,000 6，000 0 法人会費等

東関東吹連会費 370，000 370,000 0

吹奏楽振興費 0 200，000 200,000

4 減 価 償 却 資 産 0 0 0

減価償却資産 0 0 0

5 周年特別預金支出 800,000 800,000 0

6 予 備費 39，000 94,800 55,800
②支出合計 33,615,000 39,571,830 5,956,830
当期差引残高 0 0 0









栃木県吹奏楽連盟規約

第 1 章 総 則

本連盟は一般社団法人全日本吹奏楽連盟会員、栃木県吹奏楽連盟と称する。
本連盟は一般社団法人全日本吹奏楽連盟会員、東関東吹奏楽連盟に所属する。
本連盟の事務局を宇都宮市明保野町5-8サンダービル2Fに置く。

第 2 章 組 織
第4条本連盟は、県北、県央、県南の3地区をもって組織する。

2各地区は以下の6支部をもって組織する。
県北地区……塩那支部上都賀支部
県央地区……宇河支部

県南地区……芳賀・真岡支部下都賀支部佐野・足利支部

第 3章目的及び事業
本連盟は県下吹奏楽団の交流を通じ、吹奏楽の普及と向上をはかる。
本連盟は前条の目的を達成するため、本部機関との連絡をもとに次の事業を
行う。

(1)吹奏楽に関する講習会・研修会等の開催
(2)吹奏楽育成に関する事業及び指導者の紹介
(3)演奏会・演奏旅行・吹奏楽祭・吹奏楽コンクール・小学生バンドフェス

ティバル・アンサンブルコンテスト・マーチングコンテストの開催及び

援助

(4)吹奏楽器・楽譜の紹介等
(5)諸表彰に関すること
(6)その他規約の範囲において適当と認めた事業

第 4 章 会 員 の 登 録 ・ 機 関
第7条本連盟の会員とは、吹奏楽団をl正会員とし、個人会員は準会員、その他の

会員は賛助会員とする。会員の登録及び資格に関する規定は別に定める。
l同一経営の団体であっても、学校長が異なる団体においては、別の団体
として登録しなければならない。
2一般団体の所属支部は、その年度における団体の所在地を基準とする。

- 1 3 -
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ただし、団体所在地が不定の場合は、代表者の居住地とする。また、
中での変更は認めない。

第8条本連盟に次の機関を置く。
(1 )事務局
（2）専門部
① コンクール部
② アンサンブルコンテスト部（アンコン部と略すことができる）
③ マーチングコンテスト部 （マーチング部と略すことができる）
④ 研 修 部
⑤ 広 報 部

第 5 章 役 員
本連盟に次の役員を置く。
( 1 ) 理 事 長 1 名
( 2 ) 副 理 事 長 若 干 名
( 3 ) 地区部会長各地区 1名（副理事長兼任）
( 4 ) 支 部 長 各 支 部 1 名
( 5 ) 専門部長各専門部 1名（副理事長兼任）
( 6 ) 理 事 若 干 名
( 7 ) 事 務 局 長 1 名
( 8 ) 事 務 局 次 長 若 干 名
( 9 ) 会 計 3 名
( 1 0 監 事 2 名
尚、(4)については副支部長を2名、(5)については副部長を1名置くことがで
きる。

第10条 本連盟の役員の任務は、次の通りとする。
(1)理事長はこの連盟の会務を統轄する。
（2）副理事長は理事長を補佐する。
（3）常任理事及び事務局長は常任理事会を組織し、この連盟の運営を審議

し、会務を遂行する。

（4）理事は理事会を組織し、この連盟の運営を審議する。
（5）研修部長は会員の研修に関する任に当たる。
（6）広報部長はこの連盟の広報に関する任に当たる。
（7）地区部会長は、県連盟と連携を保ちつつ、その所属する地区の会務を統

括する。

第9条

年度途
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(8)

(9)

第12条

支部長は、県連盟及び地区と連携を保ちつつ、その所属する支部の会務
を統括する。
コンクール、アンコン、マーチング部長は、実行委員会を組織し、それ
ぞれの事業について理事会の指示に基づき、事務局と連携を保ちつつ、
その企画・運営に当たる。

事務局はこの連盟の事業の運営に関する事務を司る。
会計は、この連盟及び各事業の会計を司る。
監事はこの連盟の会計を監査する。

第11条 本連盟に会長、副会長、顧問を置くことができる。
( 1 ) 会 長 1 名
（ 2 ） 副 会 長 若 干 名
（ 3 ） 顧 問 若 干 名

第 6 章 役 員 の 選 出 及 び 任 期

本連盟の役員の選出に当たっては次のように定める。
(1)会長、副会長、顧問は理事会の決議により理事長が推薦し、総会の承認

を受ける。

(2)この連盟の理事長は以下の条件を全て満たす理事の中から、理事会で互
選し、総会の承認を受ける。

①本連盟の理事の在任期間が3期（6年間）以上である。
②理事に在籍中の諸会議及び諸行事への出席率が8割以上である。
③ 5名以上の理事の推薦を得ている。

(3)副理事長、各専門部長、地区部会長、事務局長、事務局次長、会計、監
事は理事長がこれを指名し､理事会の承認を経て､総会の承認を受ける｡

(4)支部長は各支部で以下の条件を満たす支部員の中から選出し、総会の承
認を受ける。

① 理事会への出席が可能である。（代理人は原則として認めない）
②連盟主催の諸行事への出席が可能である。
③ 本規約第10条に記す役員の任務を踏まえ、本連盟の運営に協力が可

能である。

(5)各支部の副支部長は、支部長が指名し、総会の承認を受ける。
(6)各専門部の副部長は､各専門部の部長が指名し､理事会の承認を受ける。
(7)役員の重任は避けることを原則とする。（ただし、各専門部長、地区部
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会長を除く）
第13条 本連盟の役員の任期に当たっては次のように定める。

(1)役員の任期は2ヶ年とし、その年の総会から次の改選年の総会までとす
る。なお、再選は妨げない。ただし、補充により選出された役員の任期
は前任役員の任期満了と同時に終わるものとする。

（2）理事長の在任期間は最大5期(10年）を原則とする。
（3）任期中に、理事長が何らかの理由により、その任を遂行できなくなった

場合には､副理事長の中から代行者を互選し､理事長の職務を代行する。
ただし、代行者の任期は前任理事長の任期満了と同時に終わるものとす
る。

第14条 役員の解任
本連盟の役員が以下に記すいずれかの項目に該当する場合は、理事会の決議
（過半数の賛成）によりその任を解くことができる。
(1)触法行為により、法的機関の処罰を受けたとき。
（2）自らの利益を得るために、役員としての職権を利用したと、理事会が判

断したとき。
（3）その年度1年間における本連盟主催の諸会議や諸行事への出席が、極端

に少なかったとき。
ただし、理事会においては代理人・委任状を認めない。

（4）意図的に著しく本連盟の運営を妨害する行為を行ったと、理事会が判断
したとき。

第 7 章 会 議
第15条 本連盟の会議は、総会、理事会、常任理事会、事務局会とする。
第16条 総会は毎年1回、理事長が招集する。
第17条 理事会は理事をもって組織し、必要に応じ理事長が招集する。
第18条 常任理事会は常任理事及び事務局長をもって組織し、必要に応じ理事長が招

集する。ただし、理事長の要請により他の役員を参加させることができる◎
第19条 事務局会は事務局長、事務局次長、事務局員、会計をもって組織し、原則と

して毎月隔週ごとに2回開催する。

また、必要に応じて事務局長が招集する。
第20条 会議の議長は総会にあっては支部長の中から選出し、理事会にあっては、副

理事長がこれにあたる。

第21条 会議の定足数及び議決の方法は次の通りとする。
(1)総会、理事会はその構成員の半数以上の出席者をもって成立する。ただ
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し、総会においては委任状によって予め他に委任する意志を示したもの
は、出席者とみなす。

（2）理事会においては他に委任することを認めない。
（3）会議の議決は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、理事

長が決する。

第22条 会議のうち総会に付議される事項は次のとおりとする。
(1)年間活動方針・計画及び予算に関すること。
（2）前年度の事業及び決算の承認に関すること。
（3）規約改正に関すること。
（4）役員の承認に関すること。
（5）その他必要な事項。

第23条 会議のうち理事会に付議される事項は次のとおりとする。
(1)総会が承認した活動方針遂行に必要な事項。
（2）役員、会員、名誉職に関すること。
（3）その他必要な事項。

第24条 会議のうち常任理事会に付議される事項は次のとおりである。
(1)事業計画及び運営に関すること。
（2）会計執行上の問題点に関すること。
（3）その他必要な事項。

第 8 章 会 計 及 び 会 費
第25条 本連盟の運営資金は、事業収入、会費・協賛金、並びに寄付金をもってこれ

に当てる。

1本連盟の会費は次のとおりとする。
(1)正会員（本連盟の目的及び事業に賛同し、本連盟主催の諸行事に参加す

る、吹奏楽活動を行う団体）
小 学 生 部 門 8 , 9 0 0 円
中 学生部門 1 6 , 9 0 0 円
高校生部門 1 8 , 9 0 0 円

大 学 部 門 2 0 , 9 0 0 円
職 場 部 門 2 0 , 9 0 0 円
一 般部門 2 0 , 9 0 0 円 

（2）準会員（本連盟の目的及び事業に賛同する個人）
1 名 8 , 0 0 0 円
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（3）賛助会員（本連盟の目的および事業に賛同する団体）
1 口 4 0 , 0 0 0 円 （ 複数口申込可）

2 新たに加盟する団体の入会金は1 0,000円とする。
3会費は毎年定められた日までに、その年度分を事務局へ納入するものと

する。

第26条 本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものと

則

この規約の実施について必要な事項は別に定める。
この規約は昭和34年度総会で承認された日から実施する。
この規約は昭和46年度総会で承認された日から改正実施する。
この規約は昭和51年度総会で承認された日から改正実施する。
この規約は昭和54年度総会で承認された日から改正実施する。
この規約は昭和56年度総会で承認された日から改正実施する。
この規約は昭和58年度総会で承認された日から改正実施する。
この規約は昭和60年度総会で承認された日から改正実施する。
この規約は平成元年度総会で承認された日から改正実施する。
この規約は平成5年度総会で承認された日から改正実施する。
この規約は平成8年度総会で承認された日から改正実施する。
この規約は平成11年度総会で承認された日から改正実施する。
この規約は平成13年度総会で承認された日から改正実施する。
この規約は平成14年度総会で承認された日から改正実施する。
この規約は平成15年度総会で承認された日から改正実施する。
この規約は平成16年度総会で承認された日から改正実施する。
この規約は平成17年度総会で承認された日から改正実施する。
この規約は平成19年度総会で承認された日から改正実施する。
この規約は平成24年度総会で承認された日から改正実施する。
この規約は平成26年度総会で承認された日から改正実施する。
この規約は平成27年度総会で承認された日から改正実施する。
この規約は平成31年度総会で承認された日から改正実施する。
この規約は令和3年度総会で承認された日から改正実施する。
この規約は令和8年度総会で承認された日から改正実施する。

第27条

する。
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本連盟規約第7条により、栃木県吹奏楽連盟加盟に関する登録規定を次のとおり定
める。
第1条（加盟の資格）
1吹奏楽及び管・打楽器による音楽活動をすすめている団体であること。
2年間を通して定期的に、練習または演奏活動を行っている団体であること。
3演奏行為に対して団員に報酬を支払うことのない、アマチュアの団体であるこ

と。

4音楽大学、音楽専攻の学部、音楽の専門高校、音楽専門学校の団体の加盟は認
めない。

第 2 条 （ 部 門 ）
l 部門は、小学生、中学生、高校生、大学、職場、一般とする。
2 学校教育法に基づく小学校、中学校、高等学校、大学及びこれに準ずる学校の
団体は、前項のそれぞれの部門に所属するものとする。

3大学部門は、単一の大学名で加盟し、各学部ごとに登録することはできない。
ただし、都道府県を異にする地域に設置された学部の場合は、その地域名を冠
してそれぞれの会員連盟に加盟することができる。

4 職場部門は、同一経営の会社、工場、事務所、官庁（それぞれグループ企業等
を含む。以下「勤務先」という）などで、勤務先もしくは組合（以下「勤務先
等」という）の認可を得て設立されている団体とする。

5 各種学校､専修学校､職業訓練校などの団体は､一般部門に所属するものとする。

第3条（団体の構成員）
l 加盟団体の構成員は次のとおりとする。なお、年齢は問わない。
(1 )小学生部門同一小学校に在籍、または校内外で活動する単独校や複数校

混合の団体に在籍している小学生※2とする。
（2）中学生部門同一中学校に在籍、または校内外で活動する単独校や複数校

混合の団体に在籍している中学生※3とする。（同一経営の学
園内または同一団体内の小学生は認める｡)

（3）高校生部門 同一高等学校に在籍、または校内外で活動する単独校や複数
校混合の団体に在籍している高校生※4とする。（同一経営の
学園内または同一団体内の小学生・中学生は認める｡)

（4）大 学 部 門 同一の大学に在籍している学生とする。
（5）職 場 部 門当該勤務先等の承認を得ている者とする。ただし、職業演奏

家は認めない。
（6）一 般 部 門自由とする。ただし、職業演奏家は認めない。
※同一学校とは学校長が同一の学校とする。

加盟団体に関する登録規定
令和 5 年 4 月 1 日
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2 同一人が複数の団体の団員となることは認める。ただし、本連盟が主催する各
事業への参加については、実施規定の定めるところによる。

3 小学生の部、中学生の部，高校生の部における、校内外で活動する単独校や複
数校混合の団体とは以下の①、②の2種類を指す。

① 「それぞれの学校長が認めた複数校による合同の団体」
部員不足により単独の学校単位で大会等に参加できない小学校、中学校、高

等学校が、学校長の承認のもとに結成する複数校による合同の団体。
②「地域バンド等」
任意の個人または団体が組織し，小学生、中学生、高校生で構成された団体。※」

③校内外で活動する単独校とは従来通り登録している単独の学校を指すのでは
なく、吹奏楽部のない学校に在籍する生徒や、吹奏楽部があっても入部して
いない生徒によって構成される団体等を指す｡これらは本項｢②｣に該当する。

4 その他、本条第3項①、②に該当しない団体の加盟登録については、理事会で
これを検討し、可否を決定する。

※l 一般団体に所属する小学生、中学生、高校生が地域バンドとして、それぞれ
に応じた大会に出場する場合には、以下に示す加盟登録が必要となる。

・構成員のうち小学生のみで小学生の部に出場する場合。
→小学生部門への加盟登録も必要。
・構成員のうち中学生のみ、または小学生及び中学生で、中学生の部に出場する
場合。
→中学生部門への加盟登録も必要。
・構成員のうち高校生のみ、または小学生や中学生を併せて、高校生の部に出場
する場合。
→高校生部門への加盟登録も必要。

※ 2 小 学 生
学校教育法で定める小学校、義務教育学校前期課程、特別支援学校の小学部に

在籍する児童をいう。
※3 中学生

学校教育法で定める中学校、義務教育学校後期課程、中等教育学校前期課程、
特別支援学校の中学部に在籍する生徒をいう。
※4 高校生

学校教育法に定める高等学校（全日制・定時制・通信制)、中等教育学校後期
課程（3年間)、特別支援学校の高等部に在籍する生徒をいう。

第4条（加盟の手続）
1加盟団体は、栃木県吹奏楽連盟に所属するものとする。
2加盟団体は、全日吹連定款、支部連盟規約、会員連盟規約及びその他の施行細
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則のすべてを承認するものとする。
3 新規に加盟しようとするときは、次の各号をそろえて栃木県吹奏楽連盟事務局

に申請するものとする｡
(1)加盟申込害（栃木県吹奏楽連盟の所定書式による）
（2）栃木県吹奏楽連盟が請求する書類
（3）入会金・会費等

第 5 条 （ 義 務 ）
1加盟団体は、栃木県吹奏楽連盟が定める期日までに会費を納入すること。
2登録事項に変更があった場合には、lか月以内に書面で事務局に届け出ること。
3総会など､会議に出席するとともに､栃木県吹奏楽連盟が主催する行事に参加・

協力すること。

第6条（退会・除名）
l 加盟団体は、次の各項により退会するか除名されない限り、継続して登録とな

る。

2退会しようとする団体は、その理由を付し、書面で退会届を提出するものとす
る。

3会費を1年以上滞納した場合には、任意に退会したものとする。
4 加盟団体が次の各号のいずれかに該当したときは、理事会の決議を経て、理事

長がこれを除名することができる。
(1)加盟団体としての義務に違反したとき
（2）吹奏楽連盟の名誉を傷つけ、または目的に反する行為のあったとき
（3）団体内において法律・学則に違反する行為があり、公にされたとき
5既納の会費は、如何なる事由があっても返還しない。
6任意に退会した団体は、1年以内に再加盟することはできない。また、除名さ
れた団体は、3年以上を経たのち、理事会の承認を得て再加盟することができ
る。

第 7 条 （ 付 則 ）
l この規定は、理事会の決議を経なければ変更することができない。
2 この規定は、平成27年4月27日より施行する。
3 この規定は、令和5年4月1日より施行する。
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l 連盟会員の内、下記に該当する者を表彰する。
(1 )全国表彰
①全日本吹奏楽連盟主催の各種大会に、3年連続出場した団体。
②全日本吹奏楽連盟主催の各種大会で、金賞を受賞した団体。
③上記①②の団体の指導者。

（2）東日本表彰
①東日本学校吹奏楽大会に、3年連続出場した団体。
②東日本学校吹奏楽大会で、金賞を受賞した団体。
③上記①②の団体の指導者。

2 賞の内容については、以下の通りとする。

(1)団体へは表彰状とトロフィーを贈呈する。
（2）指導者へは表彰状とカップを贈呈する。

表彰は翌年の総会の席上、行う。

出場祝金

全日本吹奏楽連盟主催の各種大会並びに東日本学校吹奏楽大会に出場する団体へ
祝金を贈呈する。祝金の金額は、理事会において決定する。

付 記 平 成 1 1 年 5 月 7 日 実 施

平成18年4月29日実施

栃木県吹奏楽連盟表彰規定
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一

○第67回栃木県吹奏楽コンクール（宇都宮市文化会館）
◇小学生の部 8月10日(日）

令和7年度各種大会成績

◇小学生の部 D部門 8月10日(日）

◇第24回栃木県小学生バンドフエステイバルステージ部門 8月10日(日

◇中学生の部 A部門 8月9日出

一 一 一
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一

学 校 名 賞 県代表 学校 名 賞 県代表

高根沢町立阿久津小学校 金 ○ 栃木市立栃木第三小学校 〈
垂 ○

茂木町立茂木小学校 金 ○ 高根沢町立西小学校 金 ○ ’

学 校 名 賞 県代表

真岡キッズハーモニー 銀

ﾐ ざ 〃 犀 学 校 名 賞 県代表 。学 校名。≦・蕊笠・ 賞 県代表

矢板市立矢板小学校 銀 ○ 益子町立益子小学校･真岡市立大内東小学校金 ○

- . ､ く く ､ ､ 学校 名1"“""i";ﾙ。 賞 県代表 ｡ ‘ , ﾙ』蕊“ , # , :』学校名
『

賞 県代表

宇都宮市立豊郷中学校 金 高根沢町立阿久津中学校 金 ○

小山市立小山第三中学校 金 宇都宮市立陽南中学校 金 ○

宇都宮市立宮の原中学校 金 宇都宮市立河内中学校 今 ○

壬生町立南犬飼中学校 金



◇中学牛の部 B部門

◇代表選考会 8月8日③

◇高校生の部 A部門 8月8日③
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第 1組 7 月 2 9日㈹ 第2組 7月 3 0日㈱

学 校 名 賞 備溌会 学 校 名 賞 艤溌会

栃木市立岩舟中学校 金 日光市立日光中学校 金 ○

那須町立那須中央中学校 金 ○ 小山市立桑中学校 金

幸福の科学学園中学校 金 ○ 小山市立小山第二中学校 金 ○

宇都宮市立陽北中学校 金 宇都宮市立田原中学校 合

益子町立益子中学校 金 ○ 宇都宮市立一条中学校・旭中学校 金 ○

下野市立石橋中学校 金 ○ 真岡市立真岡西中学校 金

栃木市立藤岡中学校 金 小山市立豊田中学校 金 ○

栃木県立宇都宮東高等学校附属中学校 金 ○ 野木町立野木中学校 金

真岡市立大内中学校 金 宇都宮市立陽東中学校 今
垂 ○

真岡市立真岡中学校 金 ○ 茂木町立茂木中学校 金 ○

真岡市立真岡東中学校 金 ○ 真岡市立中村中学校 金

宇都宮市立泉が丘中学校 金 小山市立乙女中学校 金 ○

宇都宮大学共同教育学部附属中学校 金 ○ 宇都宮市立古里中学校 金 ○

宇都宮市立姿川中学校 金

大田原市立若草中学校 今

学 校 名 県代表 学 校 名 ｡ 燕 県代表

宇都宮大学共同教育学部附属中学校 ○ 栃木県立宇都宮東高等学校附属中学校 ○

真岡市立真岡中学校 ○ 幸福の科学学園中学校 ○

茂木町立茂木中学校 ○

学 校 名 賞 県代表 学 校 名 賞 県代表

栃木県立真岡女子高等学校 金 ○ 栃木県立石橋高等学校 金

作新学院高等学校 金 ○ 栃木県立宇都宮中央高等学校 金 ○



◇高校生の部 B部門 7月31日㈱

◇高校生の部 C部門 8月10日旧）

｜
’

◇高校生の部D部門 8月10日(日）

’
◇大学の部 8月10日(日）

’

‘

◇職場・一般の部 8月10日(日

′ ､ r ー
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学 校 名 賞 県代表 学 校 名 賞 県代表

栃木県立鹿沼東高等学校 /△早
､ l ′ , 栃木県立小山城南高等学校 金 戸、

聖 ノ

栃木県立大田原高等学校 今善
､ l ﾉ ｰ ○ 栃木県立宇都宮南高等学校 金

幸福の科学学園高等学校 今
､ l ' _

' ‾ 、
K-ノ 栃木県立真岡高等学校 金 ○

足利大学附属高等学校 ,今一
､lノー 栃木県立宇都宮東高等学校 金 ○

栃木県立宇都宮工業高等学校 金 栃木県立矢板東高等学校 金

佐野日本大学高等学校・中等教育学校 金 ○

学校 名 賞 県代表

栃木県立石橋高等学校 / へ
､ l '

≦ : ； 学 校 母 名』 ･ ; ; " ≦ 賞 県代表

作新学院高等学校 全
ユ ム

学 校 ■ 名 賞 県代表
白鴎大学ウインドオーケストラ部 〆へ

､ l ﾉ ｰ ○

露
団体 名 賞 県代表 学校 名 賞 県代表

矢板ウインドオーケストラ 金 ○ ゼーレンフォルクスオルケスタ 今 ○

作新楽音会 金 ○



○第38回栃木県マーチングコンテスト
第24回栃木県小学生バンドフエステイバルフロア部門

（栃木県立県南体育館）
◇第24回栃木県小学生バンドフエステイバルフロア部門

◇第38回栃木県マーチングコンテスト B部門

◇第38回栃木県マーチングコンテスト A部門

○第57回栃木県アンサンブルコンテスト
（栃木県教育会館）

◇小学生部門

8月28日的

◇中学生部門

12月26日③．27日出
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学 校 名 賞 県代表

高根沢町立阿久津小学校 金 ○

学 校 名 賞 県代表 学 校 名 賞 県代表

栃木県立小山城南高等学校 金 ○ 作新学院高等学校 金 ○

青藍泰斗高等学校 金 ○ 栃木県立宇都宮南高等学校 金 ○

学 校 名 賞 県代表 学 ” 校 名 賞 県代表

壬生町立壬生中学校 銀 ○ 壬生町立南犬飼中学校 金 ○

学 校 名 編 成 賞 県代表 学 校 名 編 成 賞 県代表

高根沢町立阿久津小学校打楽器3重奏 金 ○ 高根沢町立阿久津小学校金管6重奏 金 ○

真岡キッズハーモニー 管楽4重奏 金 ○ 宇都宮市立田原小学校 打楽器7重奏 金

宇都宮市立石井小学校 金管4重奏 金 ○ 真岡キッズハーモニー 管楽5重奏 金

益子町立益子小学校 金管8重奏 金 ○

学 校 名 編 成 賞 県代麦 “ 学 校 、 名 編 成 賞 県代表

高根沢町立阿久津中学校木 管 3 重 奏 金 高根沢町立阿久津中学校金管5重奏 金 ○

益子町立益子中学校 打楽器3重奏 金 鮴県立宇都宮鶇群棚属中報クラリネット5重奏 今
垂 ○

高根沢町立阿久津中学校打楽器3重奏 金 荊猷学共同縮単洲属中報打楽器3重奏 金

幸福の科学学園中学校 木 管 8 重 奏 金 ○ 宇都宮市立国本中学校 打楽器3重奏 金

幸福の科学学園中学校 金管8重奏 金 ○ 宇都宮市立宮の原中学校 サクソフォン4重奏 金 ○

鮴県立宇縮鶇等報順中報 サクソフォン4重奏 金 ○ 宇都宮市立田原中学校 サクソフォン3重奏 金 ○



◇高等学校部門

◇大学部門

◇職場・一般部門

一′フワ ー
全 』

学 校 名 編 成 賞 県代表 学校 名 編 成 賞 県代表

栃木県立宇都宮中央高等学校サクソフォン4重奏 金 ○ 幸福の科学学園高等学校 金管6重奏 金

作新学院高等学校 金管6重奏 金 ○ 作新学院高等学校 木管6重奏 金 ○

栃木県立真岡女子高等学校木管3重奏 全
』 ム ○ 栃木県立宇都宮中央高等学校フルート4重奏 今警

､ l ' _

栃木県石橋高等学校 サクソフォン7重奏 今 栃木県立矢板東高等学校フルート3重奏 金

栃木県立真岡高等学校 トロンボーン3重奏 金 ○ 耐県立荊鰊欝報,順中報 フルート4重奏 金 ○

作新学院高等学校 クラリネット4重奏 金 栃木県立真岡高等学校 サクソフォン4重奏 金 ○

学 校 名 編 成 鳶 賞 県代表 学校 名 編 成 賞 県代表

白鴎大学ｳｲﾝドｵｰｹｽﾄﾗ部 金 管 4 重 奏 " へ
､ l ﾉ ｰ ○ 作新学院大学吹奏楽部 金 管 6 重 奏 金 ○

白鴎大学ｳｲﾝドｵｰｹｽﾄﾗ部 木管6重奏 今

学 校 名 編 成 賞 県代表 学 校 名 編 成 賞 県代表
ビ ｰ ﾚ ﾝ ﾌ ｫ ﾙ ｸ ｽ ｵ ﾙ ｹ ｽ ﾀ トロンボーン4重奏 金 ○ 作新楽音会 トランペット6重奏 金 r，

皇 ノ

宇部創上棚諜部OBOGﾝﾄ゙ 金 管 8 重 奏 多へ
､ l ﾉ . V i v r e o m e r フルート 4重奏 金 ○

真岡ウインドオーケストラ フルート 3重奏 /今や
､ 1 ﾉ ｰ

r‾、
、 _ ノ 作新楽音会 クラリネット4重奏 金 r ，

、 ノ

カモシカブラス 金管8重奏 金 ○








